
　　 中心経営体の今後引き受ける意向のある耕作面積には、近傍であることや集約の状況等の条件でさらに上乗せできる余地も見込めるため、
  基本的には中心経営体への集約と認定新規就農者の受入れ促進で対応することとするが、引き受けが難しい場合には、農地中間管理機構の活
  用等によって入作希望の認定農業者の受入れも含めて対応する。

　　 中心経営体への農地集約を推進するためには、農地所有者の営農意向に関する情報の一元化が有効であるため、農業委員会、農協、道央農
  業振興公社等の農業関係機関との連携を密にして受け手の農地引き受けを円滑に進めるとともに、地域の実情に応じた農地中間管理機構の機
  能活用を図っていく。また、営農継続のための法人化、第三者継承についても可能性について検討する。
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１０８．９

　４　３の将来方針を実現させるために必要な取組に関する方針

 ④ 地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

（備考）

　２　対象地区の課題

　３　対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　　 今後中心経営体が引き受け意向のある耕作面積よりも、７０才以上で後継者がいない農業者の耕作面積の方が２．５ｈａ多くなっているがこの部
  分ではほぼ均衡がとれている。しかし、後継者がいないと未定を合わせた合計耕作面積１５２．５ｈａと比較すると、引き受け意向のある耕作面積よ
  りも４６．１ｈａ多く新たな農地の受け手の確保が必要。

１０６．４ ｈａ

　１　対象地区の現状

 ① 地区内の耕地面積

 ② アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

 ③ 地区内における７０歳以上の農業者の耕作面積の合計

　ⅰ　うち後継者がいない農業者の耕作面積の合計

　ⅱ　うち後継者が未定の農業者の耕作面積の合計

　ⅲ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計
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実質化された人・農地プラン

市 町 村 名

北 広 島 市

対 象 地 区 名

北 広 島 地 区

作 成 年 月 日
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